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（全国の小学校給食費支援特集号） ２０２５年１２月２２日 ＮO．７６６ 

全国の小学校給食費を１人当たり５２００円

「支援」 ３党合意で２０２６年度から開始  
 自民党、日本維新の会、公明党の３党は、１２月１８日、２０２６年度から始まる小学

校給食費の「無償化」について合意しました。 

 

【主な合意事項】 

〇対象は、公立学校に限定し、保護者の所得制限は設けない 

〇物価上昇を考慮し、１人当たり支援額は月５２００円（４７００円＋５００円） 

〇給食を実施していない学校には施設整備を後押し 

〇財政負担は国と都道府県で折半し、都道府県負担分は国の交付税で支援 

 

自民党・日本維新の会・公明党の３党 所得

制限を設けず国と都道府県が折半で負担 
 小学校の給食費の「負担軽減」は、子育て支援の強化が目的。学校給食法によって、食

材費は保護者負担とされているが、基準額までは公費負担になります。全額を負担する

「完全無償化」ではありません。 

 基準額は、２０２３年度調査の全国平均（月４６８８円）を基に、物価の上昇を考慮し

て５００円を上乗せして５２００を上限に支援する。支援額は、都道府県を通じて、給食

事業の実施主体である区市町村に配分されます。実際の給食費には地域差があり、基準額

で賄えない自治体では、差額を自治体や保護者が負担することになります。 

全国の約３割で実施されている無償化の自治体では、負担は減ることになります。 

地方交付税の不交付団体である東京都は除外 

不登校やアレルギーの支援金は自治体に委ね 
 公費負担部分は、国と都道府県が折半し、道府県分は国が地方交付税で措置するため、

不交付団体の東京都以外は、実質的には国の負担となります。 

 公立の小学校には、不登校や重いアレルギーなどで２万人以上の子どもが、ふだん給食

を食べていません。こうした子どもも含めて支給額は計算される、対象世帯への支援金の

支給方法は自治体に委ねられることになります。 

「無償化」であったはずが「負担軽減」に変

更 今後は恒久的な財源確保が焦点に 
事業費は、約３千億円。財源は示されず、今後の検討とされました。既存の教育予算に

は手を付けない、といいます。 

今後の中学校での「支援」の問題もあります。 



政府・与党が税制改正大綱に税制の「偏在是

正」を明記 東京都を狙い撃ちにした改悪 
 政府・与党は、東京都への「偏在」が顕著な地方税収の格差是正に乗り出すようです。

しかし、東京都は、「税収が収奪される」と強く反対しています。 

 

令和８年度税制改正大綱 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築 

「こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する追

加的な措置として、新たに法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とするとと

もに、所得割・収入割に係る特別法人事業税・譲与税の割合を高めるなどの措置を検討し、

令和９年度税制改正において結論を得る。加えて、東京都が課税する特別区の土地に係る

固定資産税について、著しく税収が偏在している状況に鑑み、その課税の仕組みや、東京

都と特別区の事務配分の特例、都区財政調整制度といった東京都特有の制度への影響等を

踏まえつつ、必要な措置を検討し、令和９年度以降の税制改正において結論を得る。」 

 

 政府・与党が考えているのは、東京都に税収が集中している法人事業税や固定資産税の

一部を、地方に再配分する措置です。豊富な税収を利用して、手厚い行政サービスを提供

する東京都と、それ以外の自治体との地域間格差を是正するねらいがあります。 

高市首相も１０月の所信表明演説で「税源の

偏在性」について言及 
「若者や女性を含めで、地方に住み続けられるようにします。そのためには、質の高い

教育をはじめ、必要な行政サービスを受けられるようにする必要があります。税源の偏在

性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組みます。」 

東京都の税収の実情と小池都知事の反論  

都税収入は、都民のために使われるべき 
 東京都の２０２５年度の税収は、６．９兆円。企業の多くが、東京に本社を置いている

ため、税が集中。東京都は、４７都道府県の中で唯一、国から地方交付税を受け取ってい

ません。自由に使える財源は、約２兆円あるという。総務省によると、都道府県が独自政

策に充てられる財源は、東京都が一人当たり２８．１万円、他の４６道府県は平均７．８

万円、約３．６倍の開きがあるという。東京都の税収を他の自治体に配分する仕組みは、

２００８年に導入され、法人事業税の一部を国税に切り替えて再配分、法人住民税の一部

も地方交付税の原資になったという。その結果、２０２３年度の東京都の流出額は１．４

兆円にもなったという。 

「東京を狙い撃ちして税収を一方的に収奪するような動きで、断固として反対する。」

「偏在是正措置」により、これまでも税収が奪われてきている。「東京だけに集まってい

るわけではない」、人口集中は札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡などの大都市でも起きて

いる。地方法人二税（法人住民税と法人事業税）の伸び率も、東京都が７％で４７都道府

県中３４位。人口一人当たりの一般財源額は、東京都が２３．８万円、全国平均は２２．

８万円。「是正すべき『偏在』は存在しません。」「都民のための税収を一方的に収奪し、

他の自治体に分配するとすれば、地方自治の根幹を否定するものに他ならない。」「都税

収入は都民のために使われるべきもの」。 


